
様式Ｃ　

会社名

代表者名

【Ａ．法令遵守等】 基準日
注1）

通し
番号 採点

注3)

1． 必須

2． 必須

3． 必須

4． 必須

5． 必須

6． 必須

7． 必須

8． 必須

9． 必須

　運転者職場環境良好度認証制度の申請にあたり、運転者の労働条件や労働環境に対する取り組みに関する認証
項目・参考項目について、下記のとおり自認します。

注1） 基準日は、申請月の前月の任意の日を申請者が指定してください。
注2） 各項目について自認できる場合は「○」を記入し、自認できない場合、該当がない場合は何も記入しないでください。点数

の欄は認証申請の対象営業所の全てが該当する場合は「２点」、対象営業所の一部が該当する場合は「１点」に「○」を記
入してください。

注3） 通し番号ごとに合計し採点欄に記入してください。（カッコ内の点数は認証に必要な点数を記載しています。）
なお、「必須」と記入された項目は採点不要です。

労働基準関係法令違反に係る厚生労働省及び都道府県労働局の公表事案として同省等のホームページに
掲載されていない。

過去
1年間

〇

労働基準関係法令の違反で送検されていない。または、送検されたが不起訴処分又は無罪となっている。 〇

３６協定が締結され、労働基準監督署長に届出されている。また、従業員に周知されている。 〇
従業員と労働契約を締結する際に、労働条件通知書を交付し、説明を行っている。 〇
本認証制度に基づく認証を取り消されていない。 〇

使用者によって不当労働行為が行われたとして都道府県労働委員会又は中央労働委員会から救済命令等
を受けていない。または、中央労働委員会による再審査又は取消訴訟により、救済命令等の取消しが確定し
ている。

〇

道路運送法、貨物自動車運送事業法等に基づく行政処分の累積違反点数が２０点を超えていない。 〇
就業規則が制定され、労働基準監督署長に届出されている。また、従業員に周知されている。

一般財団法人 日本海事協会　殿

2020年　　　　　　9月　　　　　20日

⽇本海事バス株式会社
印

海事　太郎

「認証項目」は、本認証制度において合否を判定するための項目で、27項目を満たす必要があります。ただし、一部の認証項目
には複数の小項目が設定されており、すべての小項目を満たさなくても、認証に必要な点数（カッコ内の点数）に達していればそ
の評価項目を満たします

2020年　　　8月　　 10日

認　　　　　　　　　　　証　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　目
対象
期間 自認

注2)

認　　証　　項　　目

〇

本認証制度に基づく認証に関し、例えば、認証事業者ではないにも関わらず認証マークを表示するなど、事
実とは異なる内容を表示又は説明していない。 〇

運転者職場環境良好度認証制度の申請に係る自認書

申請書の提出日を西暦でご記入ください。

印は、社印でも代表者の個人印でも結構です。

会社名と代表者名をご記入ください。

各項目について自

認できる場合は

「○」を記入し、自

認できない場合は

何も記入しないでく

ださい。

「過去〇年間」は、

基準日から遡って

〇年間になります。

（例）基準日を2020

年8月10日とした場

合、「過去1年間」と

は2019年8月11日

～2020年8月10日

になります。この期

間における法令違

反の有無等が自認

の際の基準となり

ます。
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様式Ｃ　

【B．労働時間・休日】
通し
番号 採点

10． 必須

2点

2点 1点

2点 1点

2点 1点

2点 1点

2点 1点

2点

2点

2点

2点 1点

2点 1点

2点

2点

12． 必須

7／

(6点)

①
労使協定、労働協約、就業規則又はこれに準ずる文書において、運転者の時間外労働の合計時間を年
間９６０時間以内に制限することを計画している、又は定めている。
※法定労働時間を超える時間外労働が対象。

②
労使協定、労働協約、就業規則又はこれに準ずる文書において、運転者の休日労働及び時間外労働の
合計時間を年間９６０時間以内に制限することを計画している、又は定めている。
※法定休日の労働及び法定労働時間を超える時間外労働が対象。

③
労使協定、労働協約、就業規則又はこれに準ずる文書において、運転者の勤務終了後の休息期間を９
時間以上（隔日勤務の場合は２１時間以上）確保することを計画している、又は定めている。

認　　　　　　　　　　　証　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　目
対象
期間 自認

認証申請の対象営業所について、月の拘束時間（トラック・タクシー）、４週間を平均した１週間当たりの拘束
時間（バス）又は休日労働の限度違反に対する行政処分による累積違反点数が5点を超えていない。
※道路運送法、貨物自動車運送事業法等に基づく行政処分が対象。

過去
1年間

④
労使協定、労働協約、就業規則又はこれに準ずる文書において、運転者の連続勤務を１２日以内に制限
することを計画している、又は定めている。

労働時間管理・休日取得のための取り組みを実践している。

⑤
フルタイムの運転者の年間の休日数は平均１０５日以上（※注）である。（計画でも可）
※注：年次有給休暇を除く（年間の法定休日及び法定外休日の合計が平均105日以上）

⑥
フルタイムの運転者について、完全週休２日制（※注）を採用している。
※注：１年を通して、毎週２日の休日がある。

11．

労働時間、休日に関する規定を計画や規則等で定めている。

⑩
運転者ごとに拘束時間、運転時間、休憩時間、休息期間を一覧表の形式で管理しているか、又はこれと
同等以上の水準でソフトウェアにより管理している。

⑪ デジタル式運行記録計（デジタコ）を導入し、分析ソフトを使用して運用している。

⑫
事業者の代表者又は担当役員が、四半期毎以上の頻度で、以下の項目について報告を受けているか、
又は自ら把握している。
【把握事項：対象営業所の時間外労働時間、休日労働時間、有給休暇取得の状況】

⑦ 労働基準法で義務付けられている日数を超える年次有給休暇を付与している。

⑧ 全社的な年次有給休暇の取得促進のための具体的なルールを設けている。

⑨
特別有給休暇制度（例．慶弔休暇、病気休暇、バースデー休暇、リフレッシュ休暇、ボランティア休暇、消
滅有休積立制度等）がある。

⑬
その他、上記項目に該当しない労働時間管理・休日取得のための取り組みを実施している（自由記述欄
に取り組みを記述）。

運転者ごとに時間外労働時間及び休日労働時間を賃金台帳などで適切に管理しているか、又はこれと同等
以上の水準でソフトウェアにより管理している。

基準日

基準日

自由記述欄

（「自由記述欄」に記述がなかった場合は、本通し番号（11‐⑬）を満たしていないものとする。）

(例)
・会社に年間出勤カレンダーを掲⽰し、休⽇を周知している。
・会社の休暇制度について、年間教育計画に取り⼊れて啓発している。
・社員がパソコンや携帯電話からいつでも⾃分の有給休暇の残⽇数が確認できる。また、申請することが
できる。
・社員がパソコンや携帯電話からいつでも⾃分の出勤⽇数や労働時間を把握することができる。

〇
認証申請の対象営

業所の全てが該当

する場合は「２点」、

対象営業所の一部

が該当する場合は

「１点」に「○」を記

入してください。

〇

〇

〇

「○」を記入した点

数の合計を記入し

てください。

カッコ内の点数は認

証に必要な点数で

す。記入した合計点

がこの点数以上で

ないと本認証項目

を満たすことはでき

ません。

該当する取り組み等がある場合は、この欄に取り組み等を簡潔かつ具体的

に記入したうえで点数に「○」を記入してください。
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